
七
九
一

米
国
と
の
日
本
国
産
酒
類
に
関
す
る
取
極

◎
日
本
国
産
酒
類
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
政
府
と
の
間
の
交
換
公
文

　

（
略
称
）
米
国
と
の
日
本
国
産
酒
類
に
関
す
る
取
極

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
〇
一
九
年
一
〇
月　

七
日　

ワ
シ
ン
ト
ン
Ｄ
Ｃ
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
〇
一
九
年
一
二
月
一
三
日　

告
示

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
外
務
省
告
示
第
二
五
〇
号
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
〇
二
〇
年　

一
月　

一
日

    

目　
　
　

次 

ペ
ー
ジ

米
国
側
書
簡
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
七
九
三

  

１　

ワ
イ
ン
及
び
蒸
留
酒
の
充
填
に
関
す
る
措
置
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
七
九
三

　

２　

特
定
産
品
の
販
売
禁
止
手
続
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
七
九
三

  

３  

ア
ル
コ
ー
ル
飲
料
表
示
の
承
認
手
続
の
簡
素
化
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
七
九
四

　

４  

焼
酎
の
取
扱
い
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
七
九
四

　

５  

国
内
法
令
に
従
っ
た
実
施
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
七
九
四

　

６  

商
標
又
は
地
理
的
表
示
に
関
す
る
権
利
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
七
九
四

　

７  

日
本
国
政
府
と
の
通
信
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
七
九
四

日
本
側
書
簡
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
七
九
五



七
九
三

米
国
と
の
日
本
国
産
酒
類
に
関
す
る
取
極

米
国
側
書

簡ワ
イ
ン
及

び
蒸
留
酒

の
充
填
に

関
す
る
措

置特
定
産
品

の
販
売
禁

止
手
続



七
九
四

米
国
と
の
日
本
国
産
酒
類
に
関
す
る
取
極

ア
ル
コ
ー

ル
飲
料
表

示
の
承
認

手
続
の
簡

素
化

焼
酎
の
取

扱
い

国
内
法
令

に
従
っ
た

実
施

商
標
又
は

地
理
的
表

示
に
関
す

る
権
利

日
本
国
政

府
と
の
通

信



七
九
五

米
国
と
の
日
本
国
産
酒
類
に
関
す
る
取
極

日
本
側
書

簡



七
九
六

米
国
と
の
日
本
国
産
酒
類
に
関
す
る
取
極

（
参
考
）

 
 

こ
の
取
極
は
、
米
国
財
務
省
が
ワ
イ
ン
及
び
蒸
留
酒
の
充
填
の
基
準
を
撤
廃
し
、
又
は
自
由
化
す
る
こ
と
を

提
案
す
る
規
則
の
制
定
に
つ
い
て
最
終
的
な
措
置
を
と
る
こ
と
等
を
定
め
る
も
の
で
あ
る
。


